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製品名：家庭用パテ 製品の特定 
 

製品説明：種類：合成樹脂エマルションパテ 
    主な用途：建築用下地調整材 
成分及び含有量 

成分名 Cas No. 含有率 備考 
重質炭酸カルシウム 471-34-1 58.3  
クレー 1332-58-7 8.9  
アクリル系樹脂 － 1.8  

増粘剤、分散剤、湿潤剤 
防腐剤 

－ 2.3  

水 － 28.7  

物質の特定 

ＰＲＴＲ      ：非該当 
労働安全衛生法対象物：非該当 
分類の名称 ：該当せず 危 険 有 害 性 の 

分類 
危険有害性コメント 
        特に危険性・有害性はない 

（１） (社)日本塗料工業会様式 



整理番号 QB-2102-22 
目に入った

場合 
・ 直ちに大量の清浄な流水で 15分以上洗う。まぶた
の裏まで完全に洗うこと。 

・ 出来るだけ速く医師の診断を受けること。 
皮膚に付着

した場合 
・ 付着物を布にて素早く拭き取る。 
・ 大量の水及び石鹸又は皮膚用の洗剤を使用して充

分に洗い落とす。溶剤、シンナーは使用しないこ

と。 
・ 外観に変化が見られたり,痛みがある場合には,医
師の診断を受ける。 

吸入した場

合 
・ 蒸気,ガス等を吸い込んで,気分の悪くなった場合
には,空気の清浄な場所で安静にし、医師の診断を
受けること。 

応急措置 

飲み込んだ

場合 
・ 誤って飲み込んだ場合には,安静にして直ちに医
師の診断を受けること。 

・ 嘔吐物は飲み込ませないこと。 
水【○】、炭酸ガス【○】、泡【○】、粉末【○】 使 用 可 能 

消火剤 乾燥砂【○】、その他 
火災時の措

置 
消火方法  このもの自体には可燃性なし 

漏 出 時 の 

措置 
・ 作業の際には適切な保護具（手袋、保護マスク、エプロン、ゴー

グル等）を着用する。 
・ 流出物は密閉出来る容器に回収し,安全な場所に移す。 
・ 付着物、廃棄物などは、関係法規に基づいて処理をすること。 
・ 水での洗浄も、河川等への排出、環境汚染を引き起こす恐れも 

あり注意する。 
取扱い上の注意 
・ 換気の良い場所で取り扱う。 

取扱い、保管

上の注意 

保管上の注意 
・ 日光の直射を避ける。 
・ 通風の良いところに保管する。 
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整理番号 QB-2102-22 
設備対策 

呼 吸 系 の 

保護 
 

目の保護 保護メガネを着用する。 

皮膚の保護 有機溶剤又は化学薬品が浸透しない材質の手袋
を着用する。 

暴 露 防 止 

措置 

保護具 

そ の 他 の 

保護具 
 

液体【 】、気体【 】 
固体：固形状【 】、粉末状【 】、ペースト状【○】 

状態 

色 ： 乳白色        臭気 ：ほぼ無臭 

沸点 ：  ℃ ～  ℃   蒸気圧 ：    Ｐａ（   ℃） 
密度（比重）：約 1.7  PH値（水性のものに対して）：約 8.0～10.0 

製品の物理 
／ 化 学 的 

性質 

その他 ： 

引火点：   ℃、  発火点：   ℃ 製品特数 

爆発限界：（下限）   ％ (上限)    ％ 

条件（温度、光等）  危険な反応はしない。 

接触により危険性のある物質： 
   情報なし 

燃焼等による有害性ガス発生： 
   乾燥物が燃えたときに CO等発生 

反応性 
安定性 

その他の反応性情報： 
   普通の状態で反応性なし 

危険性情報 

その他の危険性情報 
    特になし 
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整理番号 QB-2102-22 
組成物質有害性及び暴露濃度基準 
物質名 管理濃度 ACGIH(TLV) IARC その他有害性 
含有量的に該当す

るものなし 
    

     
     
     
     
     
     
組成物質に関するその他の有害性情報 

情報なし 

有害性情報 

製品に関する有害性情報 
    製品としての安全性試験は行っていない。 

環 境 影 響 

情報 
容器、機械等の洗浄水をそのまま排水溝に流さないこと。 

廃 棄 上 の 

注意 
・ 廃塗料、容器等の廃棄物は許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契

約をして処理をする。 
・ 容器、機械措置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さ

ないこと。 
・ 排水処理、焼却等により発生した廃棄物についても、廃棄物の処理及

び清掃に関する法律及び関係する法規に従って処理するか委託する 

こと。 
輸 送 上 の 

注意 
共通   ：取扱い及び保管上注意の項の一般的注意に従う。 
陸上輸送 ： 
海上輸送 ：船舶安全法に定めるところに従う。 
航空輸送 ：航空法に定めるところに従う。 

適用法令 法規に該当しない。 

その他 主な引用文献   日本塗料工業会編集「原材料物質データベース」 
         溶剤ポケットブック 
         危険防災救急便覧、国際化学物質安全カード 

                    （４）       (社)日本塗料工業会様式 


